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平成２８年第２回宇治田原町議会定例会 

議 事 日 程（第３号） 

平成２８年６月２３日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

 日程第１  議案第３７号 宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための 

              番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

              定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制 

              定するについて 

 日程第２  議案第３９号 土地の取得について 

 日程第３  議案第４０号 じん芥収集車の取得について 

 日程第４  議案第３８号 宇治田原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて 

 日程第５  議案第３６号 平成２８年度宇治田原町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第６  閉会中の継続調査の申し出について 

 

１．出 席 議 員 

      議 長    １２番  田 中   修  議員 

      副議長     １番  稲 石 義 一  議員 

              ２番  内 田 文 夫  議員 

              ３番  山 内 实貴子  議員 

              ４番  安 本   修  議員 

              ５番  今 西 久美子  議員 

              ６番  青 山 美 義  議員 

              ７番  垣 内 秋 弘  議員 

              ８番  奥 村 房 雄  議員 

              ９番  原 田 周 一  議員 

             １０番  上 林 昌 三  議員 

             １１番  谷 口 重 和  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 
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１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西 谷 信 夫 君 

副 町 長 田 中 雅 和 君 

教 育 長 増 田 千 秋 君 

総 務 部 長 久野村  観  光  君 

健 康 福 祉 部 長 光 嶋  隆 君 

建 設 事 業 部 長 野 田 泰 生 君 

教 育 部 長 黒 川  剛 君 

総 務 課 長 清 水  清 君 

企 画 財 政 課 長 奥 谷  明 君   

税 住 民 課 長 長谷川  みどり  君 

介 護 医 療 課 長 青 山 公 紀 君 

健 康 児 童 課 長 立 原 信 子 君 

建 設 環 境 課 長 垣 内 清 文 君 

プロジェクト推進課長 山 下 仁 司 君 

産 業 観 光 課 長 木 原 浩 一 君 

上 下 水 道 課 長 下 岡 浩 喜 君 

会計管理者兼会計課長 馬 場  浩 君 

社 会 教 育 課 長 岩 井 直 子 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 村 山 和 弘 君 

庶 務 係 長 岡 﨑 貴 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第３７号、議案第３９号、議案第４０号の委員長報告、質疑、討

論、採決 

○議長（田中 修） 会議規則第３７条により、日程第１から日程第３まで、議案第

３７号、議案第３９号及び議案第４０号の３議案を一括議題といたします。 

  ３議案につきましては、６月９日及び６月１４日の会議で総務建設常任委員会に付託

を行っておりますことから、総務建設常任委員会委員長の報告を求めます。総務建設常

任委員会委員長、谷口重和君。 

○総務建設常任委員会委員長（谷口重和） 皆さん、改めましておはようございます。 

  それでは、総務建設常任委員会に付託されました３議案につきまして、順次、委員長

報告を申し上げます。 

  初めに、議案第３７号、宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例を制定するについては、審査の結果、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、マイナンバー制度に関して、セキュリティー対策が万全

と言えない中で、デメリットを上回るメリットは何かあるのかとの質疑があり、所得要

件を審査する項目において、町外から転入された方が、転出先に戻らなくてもマイナン

バーシステムを利用して確認することができることや、健康診査等において、個人の健

康管理から予防を含め、法的に許される範囲の中で管理できるといったことが、今後見

込まれるとの答弁があったところです。 

  その他、セキュリティー対策について、国の対応方策も強化される中、町としてはど

のような対応をされているのかとの質疑があり、パソコン等で扱っている個人情報の扱

い方のルールを定め、セキュリティーリーダー会議等を中心に取り扱いのほうの注意喚

起、ルールの徹底という面で強化している状況であるとの答弁があったところです。 

  また、議会改革の取り組みの一環として、試行的ではありますが、自由討議を行いま

した。 
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  主な意見といたしましては、反対意見として、セキュリティー面での危険が多く、住

民が不利益をこうむらないよう、これ以上拡大するべきではない。システムをつくり上

げる上での費用及び事務の負担を考えればデメリットしかないと意見があったところで

す。 

  一方、賛成意見として、法律で決まったことであり、現实にシステムとして運営され

ており、その目的は世界最先端のＩＴ国家をつくるという大前提がある。宇治田原町だ

けが实施しないということはできない。 

  また、セキュリティー問題については、ヒューマンエラーも発生するが、かなり強固

なシステムを構築し、緊張感を持った取り組みが必要である。デメリットを上回るメリ

ットを期待しているところであり、１０項目の独自分よりももっと拡大するべきである

という意見があったところです。 

  次に、議案第３９号、土地の取得については、審査の結果、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、平成２７年度の事業で繰り越した部分についての状況は

どうかとの質疑があり、地権者数としては４名であったが、２名は契約が済み、残る

２件については、現在、交渉を継続させていただいているが、よい返事をいただいてい

ない状況であるとの答弁があったところです。 

  また、用地買収できなければ、２９年度以降の現場での工事着手に影響を与えるのか

との質疑があり、２８年度分及び繰り越し分あわせて、早期に交渉、契約できるように

進めていきたいと考えている。２９年度予定で工事に入っていきたいが、秋ごろ、ネク

スコと協議する中で判断していきたいとの答弁があったところです。 

  次に、議案第４０号、じん芥収集車の取得については、審査の結果、全会一致で原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、ラッピングについて別契約でするとの説明があったが、

９カ月の仕様期間に实施すべきであり、別契約ではなく、当初契約とすべきである。な

ぜ当初契約に含まなかったのかとの質疑があり、ラッピング内容について、協議する中

で決定したかったこと及び準備期間が尐なかったことによるものであり、今後、変更契

約での対応として、議会のほうに適宜報告していくとの答弁があったところです。 

  以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（田中 修） ただいま報告のありました３議案について、一括して委員長報告に

対する質疑を行います。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 質疑なしと認めます。 

  日程第１、議案第３７号、宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を制定するについての討論を行います。討論ございませんか。

安本君。 

○４番（安本 修） ただいま議題となっております議案第３７号、宇治田原町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて、反

対の立場から討論を行います。 

  今回の条例改定で、マイナンバーの利用が、町独自の事務にも拡大することになりま

す。利用の拡大は、情報漏えいの可能性がさらに大きくなるものであります。 

  先日、大手旅行会社ＪＴＢが、自社のサーバーが不正アクセスを受け、７９３万件も

の個人情報が流出したおそれがあると公表いたしました。情報漏えいを防ぐ完全なシス

テム構築は不可能であり、一度漏れた情報は流通売買され、取り返しがつかなくなるも

のであります。 

  情報漏えいの危険をさらに大きくするような本議案に反対をいたします。 

○議長（田中 修） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） これで討論を終わります。 

  これより、議案第３７号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。議案第３７号は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手多数。よって、議案第３７号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

  日程第２、議案第３９号、土地の取得についての討論を行います。討論ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３９号を採決いたします。 
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  本案に対する委員長の報告は可決であります。議案第３９号は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、議案第３９号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

  日程第３、議案第４０号、じん芥収集車の取得についての討論を行います。 

  討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４０号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。議案第４０号は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、議案第４０号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第３８号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第４、議案第３８号を議題といたします。 

  本案につきましては、６月９日の会議で文教厚生常任委員会に付託を行っております

ことから、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員会委員長、

垣内秋弘君。 

○文教厚生常任委員会委員長（垣内秋弘） それでは、文教厚生常任委員会に付託されま

した１議案につきまして、委員長報告を申し上げます。 

  議案第３８号、宇治田原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を制定するについては、審査の結果、賛成多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、家庭的保育事業等について、宇治田原町にはないという

ことであるが、今後考えられる事業について、具体的にどういうものを想定しているの

かとの質疑があり、待機児童は出ていない状況であるが、女性の社会進出もあり、低年

齢児からの受け入れが多くなっている。また、尐子化を防ぐ施策も打ち出しており、民

間の事業所内保育所の有効活用の動きも出ており、そういった場合にも備えた形で、国
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の基準に合わせた改正としているとの答弁があったところであります。 

  また、全国的に見れば、保育所等の死亡事故も起こっており、基準を緩和すべきでは

ない。子どもたちが安全に過ごせない状況に規制を緩和すること自体、町としてどのよ

うに思われているのかとの質疑があり、規制緩和については、安全面において慎重な対

応が必要であるが、保育士と同等の知識あるいは経験を有する者、幼稚園教諭の資格を

有する者など、一定の資格を持った者であるので、保育士が確保できない状況において、

やむを得ない規制緩和であると考えているとの答弁があったところであります。 

  以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（田中 修） ただいま報告のありました議案について、委員長報告に対する質疑

を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 質疑なしと認めます。 

  日程第４、議案第３８号、宇治田原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定するについての討論を行います。討論ござい

ませんか。今西久美子君。 

○５番（今西久美子） ただいま議題となっております議案第３８号、宇治田原町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定する

につきまして、反対の立場から討論を行います。 

  今回の条例改定では、家庭的保育事業等において国と同様の措置を講じるとして、保

育士配置の要件の弾力化や非常階段の設備基準の規制が緩和されることとなります。現

在、宇治田原町には家庭的保育事業等の施設はありませんし、保育の受け皿が不足して

いるわけでもないのですから、規制を緩和する必要は全くないと考えます。 

  ２００１年、小泉内閣が待機児童ゼロ作戦を打ち出して以来、株式会社の参入、民間

委託の促進、定員の弾力化による保育所への詰め込み、非常勤保育士の活用などの規制

緩和が行われ、認可保育所における死亡事故がふえたとの報告があります。さらに、無

認可保育所については、認可保育所よりも事故の確率が高いと言われております。 

  町長は日ごろから、子どもは町の宝だとおっしゃっていますが、なぜ、子どもの命と

安全を脅かす規制緩和を進めるのか理解できません。保育については、民間任せではな

く、町が責任を持って实施すべきと考えますが、せめてこれらの基準については、国同

様に緩和するのではなく、むしろ、子どもたちの命、安全を守る立場から、より厳しく

すべきと考えます。 
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  以上の理由から、本議案に反対をいたします。 

○議長（田中 修） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） これで討論を終わります。 

  これより、議案第３８号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。議案第３８号は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手多数。よって、議案第３８号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第３６号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第５、議案第３６号を議題といたします。 

  本案につきましては、６月９日の会議で補正予算特別委員会に付託を行っております

ことから、補正予算特別委員会委員長の報告を求めます。補正予算特別委員会委員長、

垣内秋弘君。 

○補正予算特別委員会委員長（垣内秋弘） それでは、補正予算特別委員会に付託されま

した１議案につきまして、委員長報告を申し上げます。 

  案第３６号、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）については、審査の結果、全

会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、まず、観光まちづくり促進事業における宗円生家の進入

路改修ついて、平成２６年度と２７年度にかけて観光振興計画を、昨年度の補正で交流

拠点整備構想を策定され、具体的な構想を練っていきたい旨の趣旨説明がされたところ

であるが、全体構想の中でどういう位置づけをされているのかとの質疑があり、２カ年

かけて観光振興計画を策定したが、あるべき姿を求める内容となっており、進入路の改

修については、緊急的安全確保の観点から实施したいとの答弁があったところでありま

す。 

  また、くつわ池の整備について、貴重な観光資源であるので、根幹的な部分について

は町が整備すべきと指摘してきたことに対し、地元生産森林組合と協議し全体計画に沿

って年次的に实施していくとの回答があったところであるが、その点はどう考えている

のかとの質疑あり、くつわ池自然公園については、魅力あるものをつくりたいと考えて
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おり、地元生産森林組合とも建設整備に向けた協議会の場を持って、定期的に開催し、

進めていきたいとの答弁があったところであります。 

  次に、地域子育て支援センター拡張移設事業について、現施設は、「狭い、行きにく

い」という声が保護者から出ている中、今回、拡張移設となったが、駐車場が不足する

のではないか、相談室は設置されるのか、子ども用のトイレの設置についての質疑があ

り、駐車場については、奥のほうまで駐車スペースがあり、完成時に区画整理を行う。

相談室については、プライベートスペースを確保し、相談体制を整えていく。トイレに

ついては、子ども用の便座への取りかえ及び補助便座の活用により、２カ所のトイレを

有効利用していくとの答弁があったところであります。 

  また、保健センターと支援センターが一体となって、包括的な子育て支援センターを

目指すべきであり、先例を学びながらいち早く取り組むことが大事である。まさに地方

創生、人口減尐対策ではないかと思うが、その点はどう考えるかとの質疑があり、町外

から見ても宇治田原町の子育て支援は大変すばらしいと言ってもらえるまちづくりが重

要であり、全国的な取り組みなど情報収集を行い検討していきたいとの答弁があったと

ころであります。 

  その他、通級指導教室運営事業について、担当の教諭がカリキュラムとして、２１こ

ま受け持たれるとすると、両小学校合わせて５名で１人４回ぐらい通級できる計算とな

り、今後の通級する可能性のある子ども１３名で計算しても、１人２回は通えることに

なる。週１回の通級が対象となる子どもたちに対する指導、支援に適したものなのか、

１回より２回のほうが支援が行き届くのではないかとの質疑があり、一人一人の障がい

の程度の状況、また、授業を抜けることになるので保護者と十分な相談をした上で詰め

ていきたいとの答弁があったところであります。 

  また、議会改革の取り組みの一環として、試行的でありますが、自由討議を行いまし

た。 

  主な意見といたしましては、地域子育て支援センター拡張移設事業について、職員室

の奥の狭いスペースでの運営が解消され、広いスペースが確保され事業が行われること

は非常によいこと。暫定的な措置ということで、一日も早く新庁舎の中に複合施設とし

て設置されることを願うとともに、包括的な子育て支援の体系ができることを期待して

いるとの意見があったところであります。 

  また、通級指導教室運営事業について、保護者間の情報交換は、非常に大事である。

保護者の方は、我が子の状況を見ながらいろいろ不安を抱えておられる中で、他の保護
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者の方たちと情報を共有することで安心感を得られると思う。そういう意味では、保護

者の方のご意見も聞いた上で、是非ともそういう情報共有の場づくりを期待するとの意

見があったところであります。 

  以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（田中 修） ただいま報告のありました議案について、委員長報告に対する質疑

を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 質疑なしと認めます。 

  日程第５、議案第３６号、平成２８年度宇治田原町一般会計補正予算（第１号）につ

いて討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３６号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。議案第３６号は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、議案第３６号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（田中 修） 日程第６、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 

  各委員長より、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付しました申出書のとお

り、閉会中の継続調査の申し出があります。本件は、各委員長から申し出のとおり閉会

中の継続調査に付することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本案は各委員長から申し出のとおり

閉会中の継続調査に付することに決しました。 

  お諮りいたします。以上で、今期定例会に付議されました事件は全て終了いたしまし

た。これをもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、これをもって平成２８年第２回宇治
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田原町議会定例会を閉会いたします。 

閉  会   午前１０時２８分 

○議長（田中 修） ここで町長より発言を求められておりますので、これを許します。

町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、６月定例会閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

  本日は、早朝、午前３時２２分に大雨警報が発令されたところでございます。現在、

町内一円パトロール中でございますが、軽微な崩土があったものの、大きな災害につき

ましては現在のところ報告を受けていないところでございまして、安堵しておるところ

でございます。引き続き気を緩めることなく、今後も対応してまいりたいと考えておる

ところでございます。 

  去る６月９日に開会されました平成２８年第２回定例会も１５日間の会期日程を終え、

本日をもちまして閉会となりましたが、議員各位におかれましては、公私ともお忙しい

中、本会議や委員会にご出席をいただきまして大変ありがとうございました。 

  今定例会に上程させていただきました平成２８年度一般会計補正予算（第１号）をは

じめとする全ての議案につきまして、原案どおりご可決いただきまして、まことにあり

がとうございました。 

  今回より議会改革の取り組みの一環として、自由討議を試行的に实施される中、議員

各位には熱心にご議論を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  ご可決をいただきました予算等につきましては、今後、適正な執行に努めてまいりま

すとともに、一般質問並びに各常任委員会等の審査において賜りましたご意見やご要望

などにつきましては、各所属において再度確認の上、可能な限り町政に反映してまいり

たいと考えております。 

  昨日、参議院議員選挙が公示され７月１０日の投開票に向け、１８日間の選挙戦がス

タートいたしました。今回の選挙は、選挙権年齢が２０歳以上から１８歳以上に引き下

げられた初めての国政選挙で、１８歳に到達した高校生につきましても選挙権が与えら

れたことから、若者の政治参加について大いに期待をするところでございます。 

  本町といたしましても、若者の投票率向上に向けた各種啓発活動等を实施してまいり

たいと考えておるところでございます。 

  さて、あすは第４１回目を迎えます宇治田原町茶品評会の開催となります。本年度も、

茶生産者並びに茶摘みさんリーダー、各関係機関が一丸となって出品茶の生産に当たっ
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ていただいた結果、出品点数が昨年度よりも増加しており、質の高いお茶が生産された

と聞いております。とりわけ今年度は、第７０回全国茶品評会が三重県、第６９回関西

茶品評会は地元京都府で開催されることから、２年連続のかぶせ茶産地賞獲得に向けて、

大いに期待をしているところであり、お茶の京都とともに、日本緑茶発祥の地宇治田原

を広く全国に発信していきたいと考えておるところでございます。 

  梅雨も本番を迎える中、ここ数年、毎年のように全国各地で大きな被害をもたらす集

中豪雨が発生しております。本年はいまだ台風発生がなく、６月中旪に入りましても台

風の発生がないのは、平成１０年以来１８年ぶりのことであります。台風が尐ないから

といって被害が尐ないわけでなく、その平成１０年には、近畿地方に２日続けて台風が

上陸し、大きな災害が発生したところであり、豪雨に対する備えも重要であると考えて

おるところでございます。 

  本町といたしましても、各地域において自主防災会が实施されております防災訓練の

支援をはじめ、関係機関との連携を密にし、住民の皆様方が安心して安全に生活が送れ

るよう災害防止対策を一層強化し、万全の態勢を整えてまいりたいと考えておるところ

でございます。 

  これからも天候不順な日が続き、体調管理も難しい時期でございますが、議員各位に

おかれましては、どうか健康には十分ご留意いただきまして、宇治田原町政の発展のた

めに、ますますご活躍いただきますようお願いを申し上げまして、閉会に当たりまして

のご挨拶とさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。 

○議長（田中 修） 皆様、大変ご苦労さまでございました。 
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